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と記述されています。そして、パーソナルデータの利活用のた
めの課題解決として

「事業者の負担に配慮しつつ、国際的に見て遜色のないパー
ソナルデータの利活用ルールの明確化と制度の見直しを早
急に進めることが必要である」

としています。

また、規制改革会議の規制改革実施計画等に基づき議論が行
われている、規制改革会議の「創業等ワーキンググループの報
告書※6」では、「ビッグデータの利用を阻害する理由の一つと
して個人情報保護法に起因する問題」を指摘した上で「どの程
度データの加工等を実施すれば個人情報に当たらず、個人情
報保護法の制限を受けることがなくなるのかを明確化するた
めのガイドライン」の策定を求めています。

このような背景の下、政府のIT総合戦略本部に「パーソナル
データに関する検討会」と、この検討会の下に「匿名化された
パーソナルデータの扱い」について検討するための技術検討

◆ 成長戦略とパーソナルデータの利活用および
保護の議論

情報通信技術による成長戦略の中で、ビッグデータの利活用
は日本の成長戦略に欠かせないものと見なされていますが、
これらの説明は2013年6月に閣議決定された「世界最先端 
IT 国家創造宣言※4」や、政府の規制改革会議により策定され
た「規制改革実施計画※5」に見ることができます。

世界最先端 IT 国家創造宣言では、パーソナルデータの利活
用に関して

「IT・データの利活用は、グローバルな競争を勝ち抜く鍵で
あり、その戦略的な利活用により、新たな付加価値を創造す
るサービスや革新的な新産業・サービスの創出と全産業の
成長を促進する社会を実現するものとされていることか
ら、個人情報及びプライバシーの保護を前提としつつ、パー
ソナルデータの利活用により民間の力を最大限引き出し、
新ビジネスや新サービスの創出、既存産業の活性化を促進
するとともに公益利用にも資する環境を整備する」

ワーキンググループが設置されました。その検討結果として
「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」が作成
され、2013年12月20日（金）にIT総合戦略本部により承認さ
れました。この制度見直し方針では、個人情報保護法の改正へ
の示唆とそのロードマップが示されています。

次に、この「制度見直し方針」の概要について説明します。

◆ パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針
「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」は、
パーソナルデータに関する検討会で行われた議論の報告書と
言えます。制度見直し方針では、現行の個人情報保護法に対し
て「時代の変化に合った制度の見直し、改善が求められてい
る」としており、そのための見直すべき方向性としては、「パー
ソナルデータの利活用ルールの明確化」であり、そのやり方
が、個人情報保護法改正の示唆になります。

以下に、「制度見直し方針」の構成を示します。

Ⅰパーソナルデータの利活用に関する制度見直しの背景
及び趣旨

Ⅱパーソナルデータの利活用に関する制度見直しの方向性
1. ビッグデータ時代におけるパーソナルデータ利活用
に向けた見直し

2. プライバシー保護に対する個人の期待に応える見直し
3. グローバル化に対応する見直し

Ⅲパーソナルデータの利活用に関する制度見直し事項
1. 第三者機関（プライバシー・コミッショナー）の体制
整備

2. 個人データを加工して個人が特定される可能性を低
減したデータの個人情報及びプライバシー保護への
影響に留意した取扱い

3. 国際的な調和を図るために必要な事項
4. プライバシー保護等に配慮した情報の利用・流通の
ために実現すべき事項

Ⅳ今後の進め方

「パーソナルデータに関する検討会」において議論されたこ
と、すなわち制度見直し方針で示された個人情報保護法改正
への示唆になりますが、その具体的な内容としては「パーソナ
ルデータの保護と利活用の枠組み」「第三者機関の整備」「グ
ローバル化への対応」に要約されます。

パーソナルデータの保護と利活用の枠組みに関して、特に中
心的に議論されたのは、規制改革会議等が求める「同意を不要
とする匿名化データに関する利活用ルールの明確化」になり
ます。ただし、制度見直し方針では、「同意を不要とする匿名化
データ」を必ずしも全面的に肯定しているわけではないこと
に注意する必要があります。

制度見直し方針では、「匿名化データ」とは表現せずに「個人
データを加工して個人が特定される可能性を低減したデー

パーソナルデータに関する制度と
技術の動向
情報通信技術による成長戦略の中で、ビッグデータの利活
用は、日本の成長戦略に欠かせないものと見なされていま
す。ビッグデータの中でも特に有用性があるのは「パーソ
ナルデータ」だと考えられますが、このパーソナルデータ
の利活用には、利活用と相反する要求とも考えられる、保
護が重要になります。

このパーソナルデータの利活用と保護の検討のために、政
府のIT総合戦略本部に「パーソナルデータに関する検討会
※1」と、この検討会の下に「匿名化されたパーソナルデータ
の扱い」について検討するための「技術検討ワーキンググ
ループ※1」が設置されました。そしてその検討結果として
「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針※2」が
発表されました。この制度見直し方針では、個人情報保護
法の改正への示唆とそのロードマップが示されています。

一方、インターネットは、ビッグデータの元となるさまざ
まなデータを効率よく収集するインフラとして、欠かせな

いものとなっています。また、インターネット上の多くの
サービスは人に対するサービスであるため、扱う多くの
データは、パーソナルデータということになります。

インターネットのサービス事業者をはじめとするインター
ネットコミュニティは、現状のサービスシステムを運用す
るためにも、また今後の新たなビジネスを考える上でも、
こうした動向を的確に把握する必要があります。また、そ
れだけではなく、パーソナルデータの利活用と保護の議論
に、コミュニティから積極的に参加するべきではないで
しょうか。

本稿では、インターネットコミュニティがパーソナルデー
タに関する動向について理解するべきことと、果たすべき
役割を念頭に、「パーソナルデータの利活用に関する制度
見直し方針」と技術検討ワーキンググループが取りまとめ
た「技術検討ワーキンググループ報告書※3」を中心に、現在
の議論の方向性を概説します。

タ」といった表現で記述されています。この「個人が特定され
る可能性を低減したデータ」は、プライバシー・リスクが残存
するデータを意味します。このプライバシー・リスクが残存す
るデータは、利活用に適したデータだとも言えることが重要
です。

この利活用に適したデータでありプライバシー・リスクが残
存するデータを第三者提供しようとした場合、規制改革会議
が求める現行の個人情報保護法に対するガイドライン等での
対応は難しいとしており、新たな制度的な枠組み、すなわち個
人情報保護法の改正を示唆することになったと言えます。

この第三者提供に関して、制度見直し方針では、「第三者提供
における本人の同意を要しない類型、当該類型に属するデー
タを取り扱う事業者（提供者及び受領者）が負うべき義務等に
ついて、所要の法的措置を講ずる」と表現しています。

この制度見直し方針で示された第三者提供の考え方に大きな
影響を与えたものに、技術検討ワーキンググループが取りま
とめた「技術検討ワーキンググループ報告書」があります。

次に、この「技術検討ワーキンググループ報告書」の概要につ
いて説明します。

◆ 技術検討ワーキンググループ報告書
技術検討ワーキンググループ報告書は、パーソナルデータに
関する検討会の下に「匿名化されたパーソナルデータの扱い」
について検討するために設置され、技術検討ワーキンググ
ループの議論の成果として作成され公表されています。

この報告書は、検討会の成果物である制度見直し方針に大き
な影響を与えただけではなく、今後のパーソナルデータに関
する技術の方向性や、ビジネスとの関係等を考える上でも、非
常に重要な議論の土台となるものを提供しています。

報告書の中心的なテーマは、第三者提供において、パーソナル
データの主体者による同意を不要とする「匿名化（技術）」にな
ります。この匿名化は、検討会以前での規制改革会議等の要求
では、同意を不要とする「完全な匿名化」だったのかもしれま
せん。それは、現行法において同意を不要とする第三者提供を
可能とするには、「（完全）匿名化して非個人情報にするしかな
い」といった発想からによるものかと思います。

こうした要求に対して、報告書では「情報の利活用における有
用性を全く失うことなく、いかなる個人情報をも対象にした
汎用的な匿名化手法はない」と結論づけており、否定的とも言
える立場を取っています。また、データに完全な匿名化を施す
と、そのデータの（汎用的な）有用性も失われ利活用に適さな
いことを示唆しています。こうした指摘は、制度見直し方針に
おいて個人情報保護法の改正を示唆する、一つの大きな要因
になっています。

報告書の内容で、もう一つ重要なことに用語の定義がありま
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す。現在の個人情報保護法で、常に議論が収束しない原因の一
つは、個人情報保護法における個人情報の範囲であり、その範
囲を定義している用語（例えば「容易照合性」など）の曖昧さに
あります。報告書では、この個人情報の範囲について明確に示
しているわけではないのですが、基本的な用語の理解は、今後
の議論の上でも非常に重要なものになるでしょう。

次の表は、報告書で定義された用語と、その用語についての説
明です。

No. 用語 用語の説明

1 識別特定情報

個人が（識別されかつ）特定される状態の情
報
（それが誰か一人の情報であることがわか
り、さらに、その一人が誰であるかがわかる
情報）

2 識別非特定情報

一人ひとりは識別されるが、個人が特定さ
れない状態の情報
（それが誰か一人の情報であることがわか
るが、その一人が誰であるかまではわから
ない情報）

3 非識別非特定情報

一人ひとりが識別されない（かつ個人が特
定されない）状態の情報
（それが誰の情報であるかがわからず、さら
に、それが誰か一人の情報であることが分
からない情報）

技術検討ワーキンググループ報告書で定義された用語

次に、人によりさまざまに理解され曖昧に使われている「匿
名化」に代わるデータの加工の用語について、報告書にある
図を図1として示します。

図1：匿名化に代わるデータ加工の用語

技術検討ワーキンググループ報告書は、前述のような基本
的な用語の定義を基礎として、技術と組み合わせる制度的
な枠組みに関しては、米国連邦取引委員会（Federal Trade 
Commission; FTC）が公表したFTCスタッフレポート「急速
な変化の時代における消費者プライバシーの保護」にある匿名
化に関する3要件を念頭に「制度見直し方針」よりも踏み込ん
だ議論を展開しています。しかし、読むほどに今後議論すべき
ことは非常に多く、議論はまだ始まったばかりということに気
が付くのではないでしょうか。

パーソナルデータに関する制度と技術に興味があるのであれ

ば、今後のこれらのあり方を正しく理解するために、報告書を
一読されることをお薦めします。

◆ インターネットコミュニティにとっての
パーソナルデータ

インターネットサービス事業者の多くは、個人情報ないし
パーソナルデータを扱う事業者であり、法制度の動向に関わ
らずビジネスを考える上でも、事業者としての責任を果たす
上でも、パーソナルデータの利活用と保護に関して、しっかり
とした考えを持つ必要があります。

制度見直し方針で示唆された法改正の方向性等は、今後、パー
ソナルデータの利活用を躊躇する要因となっているルールの
曖昧さを解消し、その他にも同意の取り方の標準化など、ビジ
ネスが進め易い環境が整備されていく可能性もあります。

その一方、個人情報保護法の改正等により、個人情報の範囲が
広がる可能性も高く、場合によっては、サービスの現場にとっ
ては負担が増える可能性もあります。この負担に関しては、実
際のインターネットサービスを行っている現場からの意見も
非常に重要であり、事業者にとって何が負担であるか等も、制
度設計などの関係者に正確に理解される必要があります。過
度な負担は、日本のインターネットビジネスの競争力を削ぐ
結果ともなりかねません。

この個人情報の範囲に関連しては、技術検討ワーキンググ
ループの報告書において「何が個人情報に該当するのかの判
断は、技術の進歩や社会環境の変化に応じてなされることが
重要であると考えられる」としています。こうした指摘は、イ
ンターネットコミュニティ自体が、より理解しているはずの
ことでもあり、利害関係を越えて意見を発していく必要があ
るでしょう。

制度見直し方針で示された法改正の示唆は、最終的には日本
の成長戦略に寄与する必要があります。そもそものパーソナ
ルデータに関する検討会が設置された理由は、「世界最先端 
IT 国家創造宣言」に記述されている「パーソナルデータの利
活用により民間の力を最大限引き出し、新ビジネスや新サー
ビスの創出」にあります。インターネットコミュニティは、こ
うしたことに対応するため、日本のインターネットビジネス
の競争力を念頭におき、そのビジネスモデルのあり方を提案
していくべきでしょう。

インターネットサービスの、今後の潮流であり日本の成長戦
略に組み込まれていくであろうIoT（Internet of Things）、
M2M（Machine-to-Machine）、CPS（Cyber Physical 
System）も、パーソナルデータの利活用と保護に無関係では
ないはずです。これらは、直接的には個人情報を扱わないかも
しれませんが、その多くは間接的にパーソナルデータを扱う
と考えらます。また、パーソナルデータを積極的に取り込む発
想自体が、少子高齢時代に突入する日本の成長戦略に結びつ
くことになるのではないでしょうか。

最後に、今後のインターネットでのサービスシステムは、プラ
イバシー・バイ・デザインを念頭に“再”設計される必要がある
かもしれません。これは、サービス事業者にとって負担と見る
向きもあるかもしれませんが、プライバシー・バイ・デザイン
が組み込まれたサービスシステムが、世界との競争力になる
と考えるべきでしょう。

◆ おわりに
インターネットコミュニティがパーソナルデータに関して理
解するべきことと、果たすべき役割を念頭においた上で「パー
ソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」と「技術検討
ワーキンググループ報告書」を中心に、現在の議論の方向性を
概説しました。

インターネットは、過去においても今後においても、日本の成
長戦略に寄与していくべきですが、そのためには、パーソナル
データに関する制度と技術の動向に関する的確な把握は欠か
せません。本稿が、こうした動向を理解する一助となれば幸い
です。

※1 パーソナルデータに関する検討会／技術検討ワーキンググループ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/

※2 パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/itc/dai1/sankou3_2.pdf

※3 技術検討ワークンググループ報告書
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai5/siryou2-1.pdf

※4 世界最先端 IT 国家創造宣言
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/
siryou1.pdf

※5 規制改革実施計画
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/af
ieldfi le/2013/06/20/20130614-03.pdf

※6 創業等ワーキンググループ報告
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/
130605/item5.pdf

（セコム株式会社IS研究所 松本泰）

「パーソナルデータの検討会」と「技術検討ワーキンググ
ループ」における議論の中心は、「個人が特定される可能性
を低減したデータ」の第三者提供でした。それでは、「個人
情報の定義」すなわち、法律で定めるところの「個人情報」
の範囲は、どうなるのか。これは、まだ十分に議論できてい
るとは言えないところがあります。

現行の個人情報保護法では、第2条において『この法律に
おいて「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ
て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）をいう』と記述
されていますが、この中で「容易に照合」の意味するところ
がよく議論になります。

「技術検討ワーキンググループ報告書」では、現行法の「容
易照合性」についてはさまざまな解釈を示した上で、『本
WGでは、現行法の「容易照合性」の要件とは独立して、プ
ライバシー侵害をもたらす可能性のある他の情報との照
合について検討している』としており、「何が個人情報に該
当するのかの判断は、技術の進歩や社会環境の変化に応じ
てなされることが重要であると考えられる」と記述してい
ます。

報告書では、こうした社会環境の変化を示唆する事例をい
くつか紹介していますが、そうした事例の一つに、「映画レ
ンタル・サービスのNetflix、映画推薦アルゴリズムコンテ

ストを中止（2006年米国）」があります。オンライン映画
レンタル・サービスのNetflixは、顧客の嗜好に合った映画
をお勧めするアルゴリズムのコンテストを開催し、匿名化
したユーザーの視聴履歴データ（特定のユーザー識別子、
ユーザーによる映画の評価、評価した日時のデータベー
ス）をコンテスト参加者に提供しました。ところが、 テキサ
ス大学のグループがNetfl ixの視聴履歴データと、映画情報
サイトIMDb（Internet Movie Database）で公開されて
いるユーザーレビューとを結びつけ、一部の個人を特定し
ました。そのため連邦取引委員会（FTC）が「プライバシー
に関する懸念」を指摘し、第2回コンテストは中止となった
というものです。

この事例での匿名化は、報告書の用語の定義を用いれば、
ユーザーの視聴履歴データを「識別非特定情報」に加工し
たと言えますが、このように、インターネット技術の進歩
とともにさまざまなデータを容易に収集し、それらのデー
タを結びつけることが可能になっています。そのため、「容
易に照合」のような定義が困難になっているという現状が
あります。

このような社会環境の変化の中、今後の議論としては、こ
れまでの「個人情報か否か」といった、単純な二者択一から
の脱却が必要なのではないでしょうか。さらには「プライ
バシー侵害をもたらす可能性」だけではなく、プライバイ
シー侵害のレベル（プライバシーリスクの程度）に対応し
た安全管理措置、レベルに対応した情報漏えい時の通知
ルール等を検討する必要があるのではないでしょうか。

悩ましい個人情報の定義に関する議論
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